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陳 情 文 書 表 

令５陳情第１７号 令和５年１１月１０日受理 

件  名 健康保険証廃止の中止などを求める陳情 

 

陳 情 者 

 

横浜市中区桜木町３－９ 横浜平和と労働会館３階 

 神奈川県医療労働組合連合会 

 執行委員長 古岡 孝広 

陳 情 の 要 旨 

 健康保険証の廃止により健康保険証が持てず、保険診療を受け入れられない

人が生じないよう、健康保険証の廃止とマイナンバーカードへの一体化につい

て、中止を含め見直すことを強く要望する。 

 マイナンバーカードをめぐる問題が続出するなか、マイナンバーカードと健

康保険証の一体化などを盛り込んだ、「行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」が、令和５年６

月２日の参議院本会議で可決、成立した。 

 マイナンバーカードの取得は任意とされてきたにもかかわらず、健康保険証

と一体化させることによって、マイナンバーカードの利用を国民に強制するこ

とにつながる重大な方針転換であるが、法律の可決後も個人情報に関わる問題

などが次々と明らかになっており、十分な審議が尽くされたとは到底思えない。 

 健康保険証の廃止に対する反対の世論が高まる中、一般社団法人共同通信社

が実施した全国電話世論調査によると、現在の健康保険証を廃止しマイナンバ

ーカードに一体化する政府方針に関し、延期や撤回を求める声が計７２．１％

に上ったと報道されている。また、全国保険医団体連合会が行った健康保険証

の廃止に伴う高齢者施設等への影響調査によると、９割以上の施設で利用者の

マイナンバーカードの管理ができないと回答している。 

 健康保険証の廃止は、国民皆保険制度の根幹を破壊する重大問題に発展しか

ねず、政府の冷静な判断が求められる。 

 よって、国においては、健康保険証の廃止により健康保険証を持てず、保険

診療を受けられない人が生じないよう、健康保険証の廃止とマイナンバーカー

ドへの一体化について、中止を含め見直すことを強く要望する。 

 以上の趣旨から、下記事項につき、地方自治法第９９条に基づき国に対して
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意見書を提出していただきたく、陳情いたします。 

 

陳情事項 

１ 現行の健康保険証を残すこと。 

 

 

 

 

 


